
 

厚木市立病院の診療費等に関する条例及び条例施行規程の一部改正の骨子 

 

１ 改正の趣旨  

市立病院は、地方公営企業として経済性を発揮しながら、様々な社会情勢の変化に応じ

た運営をしていますが、昨今の物価高騰や人件費の上昇の影響により、当院を含めた多く

の医療機関の経営が厳しい状態に置かれています。これは、病院収益の根幹である診療報

酬について、費用の増加が適切に転嫁されていないことが根底にあり、全国の医療関係団

体が人件費や物価高騰に見合った診療報酬の改定を強く要望しています。これらを受け、

令和７年６月に閣議決定された「骨太の方針 2025」の中では「経済・物価動向に相当する

増加分」を加算する方針が明示されました。 

一方で、市立病院における使用料及び手数料の徴収については、地方自治法に基づき、

厚木市立病院の診療費等に関する条例（以下「条例」という。）で定めていますが、価格を

改定するには条例改正の手続に一定期間を要することから、急激なインフレ下においては、

即効性のある価格改定が難しい状況です（民間医療機関は、即時改定）。 

以上のことから、物価高騰や人件費上昇の影響に即した病院運営に向け、使用料及び手

数料の規定を改めるとともに、選定療養費について、多焦点眼内レンズと長期収載品を新

たに規定するため、条例及び条例施行規程の一部を改正するものです。 

 

⚫ 条例で定める使用料及び手数料（①特別の療養環境の提供に係る病室使用料、②文書料

③分べん介助料、④新生児介補料、⑤死体処置料）の各項目に上限額を設定 

⚫ 条例で定める上限額の範囲内の金額で、規程で金額を設定 

⚫ 選定療養費（⑥多焦点眼内レンズの支給、⑦長期収載品）の追加 

 

 

２ 条例の現状  

使用料及び手数料について、条例で各項目の金額を定めています。 

別表第１（第２条関係）      ※ 一部抜粋・簡略化 

種 別 
金 額  

市 内 市 外  

特別の療養環

境の提供に係

る病室使用料 

特別室 １日につき 25,000円 １日につき 30,000円 ① 

個室Ａ １日につき 12,000円 １日につき 15,000円  

個室Ｂ １日につき 10,000円 １日につき 12,000円  

４人室 １日につき  3,000円 １日につき  3,600円  

分べん介助料 
時間内  80,000円 (多胎分べんの場合、２人目に40,000円を加算)  

時間外 112,000円 (多胎分べんの場合、２人目に56,000円を加算) ③ 

新生児介補料 １日につき 4,000円  ④ 

死体処置料 １件につき 3,000円  ⑤ 

  



 

別表第２（第２条関係）      ※ 一部抜粋・簡略化 

種 別 金 額  

普通診断書 １通につき 2,000円  

特別診断書    １通につき  5,000 円 ② 

死亡診断書 １通につき 3,000円  

普通証明書 １通につき 1,500円  

特別証明書 １通につき 5,000円  

死体検案書 １通につき 3,000円  

 

 

３ 上限額設定の考え方  

⚫ 条例で使用料及び手数料の各項目の金額を規定していますが、条例では上限額を定め、

その範囲内において、病院事業管理者が規程で金額を定める形に改めます。 

⚫ 上限額については、これまでの上昇分に、今後の上昇見込み分を掛けて算定します。 

⚫ これまでの上昇分については、平成 30年度を基準とし、給料や委託料などの上昇実績

から 20％として積算しています。また、新生児介補料及び死体処置料については市立

病院開設以来変更していないため、その分も加味して積算しています。 

⚫ 今後の上昇見込み分については、2025年５月の消費者物価指数(総務省令和７年６月 20

日公表)の総合指数が 111.8(2020年を 100とする)であり、日銀短観における企業の物

価見通し(令和７年７月１日公表)においても、５年後は 2.3％となっているため、５年

間で約 10％上がる見込みで積算しています。 

⚫ 今後の上昇見込み分を含めて上限額を条例で規定することにより、物価等の上昇に合

わせた即効性のある対応が図れるようになります。 
 

 
 

＜条例で上限額を定めるもの ①～⑤＞【変更】 

項  目 計 算 式 上 限 額 

①特別の療養環境の提

供に係る病室使用料 
30,000 円 × 1.2 × 1.1 ＝ 39,600円 

１日につき 

40,000 円以内 

②文書料 5,000円  × 1.2 × 1.1 ＝  6,600円 
１通につき 

7,000円以内 

③分べん介助料 112,000円× 1.2 × 1.1 ＝147,840円 
１児につき 

148,000円以内 

④新生児介補料 4,000円＋2,000円× 1.1 ＝  6,600円 
１日につき 

7,000円以内 

⑤死体処置料 3,000円＋2,000円× 1.1 ＝  5,500円 
１件につき 

5,500円以内 

※ 上限額については 500円単位で切上げています。 

各項目の最高金額 ×（＋）これまでの上昇分 × 今後の上昇見込み分 1.1 ＝ 上限額 



 

４ 選定療養費  

⑥多焦点眼内レンズの支給選定療養費【新設】 

市立病院では白内障手術に対し、単焦点眼内レンズによる治療を実施していますが、

今後も白内障患者の増加が見込まれることから、遠近どちらも視力回復が可能となる多

焦点眼内レンズを使用した白内障手術を選択肢として増やすために、新たに選定療養費

として設定します。 

単焦点レンズと多焦点レンズの金額差に、追加検査代等を加えた金額を選定療養費と

して患者から徴収します。 

 

⑦長期収載品の選定療養費【新設】 

市立病院での医薬品の採用は、先発医薬品か後発医薬品のどちらか一方としているた

め、現状において選定療養費が生じることは想定していませんが、今後の医薬品の採用

や国の動向によって生じる可能性を考慮し、新たに選定療養費として設定します。 

長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品の一部）の処方等又は調剤について患者が

希望した場合、患者の自己の選択に係るものとして、後発医薬品との差額の１/４に相当

する金額を選定療養費として患者から徴収します。 

 

 

５ 規程で設定する金額（実際の徴収金額）  

  条例で定める上限額の範囲内の金額で、病院事業管理者が規程で金額を定める形に改

めます。物価高騰や人件費上昇の影響を反映し、条例施行時の金額は以下のとおりとし

ます。 

なお、今後の金額についても、院内基準（物価や人件費の上昇、各項目の利用状況及

び市立病院の経営状況、近隣医療機関の金額等）を基に総合的に判断し、設定していき

ます。 

 

①特別の療養環境の提供に係る病室使用料【変更】 １日につき  ※金額は市内（市外） 

種類 
上限額 

【条例】 

実際の徴収金額 

現在 改正後【規程】 差 

特別室 

40,000円 

25,000(30,000)円 18,000(21,000)円 ▲7,000(▲9,000)円 

個室Ａ 12,000(15,000)円 15,000(18,000)円 ＋3,000(＋3,000)円 

個室Ｂ 10,000(12,000)円 12,000(15,000)円 ＋2,000(＋3,000)円 

４人室 3,000(3,600)円 0円 ▲3,000(▲3,600)円 

※特別室については、使用者増加を図るため、個室ＡとＢの料金幅に合わせて均等に設定

するものです。 

※４人室については、産科専用の個室となりますが、より快適な環境で出産していただき

たいという政策的な観点から、徴収しない方針に変更するものです。 

  



 

②文書料【変更】 １通につき 

種類 
上限額 

【条例】 

実際の徴収金額 

現在 改正後【規程】 差 

普通診断書 

7,000円 

2,000円 2,500円 ＋500円 

特別診断書 5,000円 6,000円 ＋1,000円 

死亡診断書 3,000円 3,500円 ＋500円 

普通証明書 1,500円 2,000円 ＋500円 

特別証明書 5,000円 6,000円 ＋1,000円 

死体検案書 3,000円 3,500円 ＋500円 

 

③分べん介助料【変更】 １児につき       ※金額は単胎分べん（多胎分べん） 

時間 
上限額 

【条例】 

実際の徴収金額 

現在 改正後【規程】 差 

時間内 
148,000円 

80,000(40,000)円 96,000(48,000)円 ＋16,000(＋8,000)円 

時間外 112,000(56,000)円 120,000(60,000)円 ＋8,000(＋4,000)円 

 

④新生児介補料【変更】 １日につき 

上限額 

【条例】 

実際の徴収金額 

現在 改正後【規程】 差 

7,000円 4,000円 6,000円 ＋2,000円 

 

⑤死体処置料【変更】 １件につき 

上限額 

【条例】 

実際の徴収金額 

現在 改正後【規程】 差 

5,500円 3,000円 5,000円 ＋2,000円 

 

 

６ 条例改正のスケジュール（予定）  

令和７年10月17日 意見交換会の開催 

10月29日～11月28日 パブリックコメントの実施 

令和８年１月 例規審査会 

２月 厚木市議会議案提出 

３月 議決後、改正条例公布（周知） 

７月 改正条例施行、改正規程施行 


